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「みんなが安心して学校生活を送るためのルール」～子どもがしてはいけないこと～の策定について 

 

 本校では，教育基本法や学校教育法を踏まえ，児童がより一層「学校生活を営む上で必要な規律を重ん

ずる」ことや「規範意識をはぐくむこと」を重視した教育活動を行ってまいります。 

 つきましては，『「みんなが安心して学校生活を送るためのルール」～子どもがしてはいけないこと～』

を策定し，子どもたちの問題行動に対しては，全教職員が同じ基準で子どもたちの指導を行うことで，子

どもたちの規範意識を育成するように取り組みます。 

 保護者の皆様には，このような趣旨を理解していただき，ご理解とご協力をお願いします。なお，この

ルールは，適宜見直しながら運用していくものとします。 

 

 学習や学校生活について 服装，持ち物，共有物につ

いて 

先生や他の子どもに対す

る言動について 

社会のルールについて 

レベル 

Ⅰ 

・チャイムを守って行動

することができない。 

・自分の仕事(係・当番・

そうじ等)がきちんとで

きない。 

・授業に関係のない言動

が見られる。 

・決められた服装を守ら

ない。 

・必要な学用品を準備し

ない。 

・共有物の使い方のルー

ルを守らない。 

・投げやりで乱暴な言葉

遣いをする。 

・からかいやひやかす言

動をする。 

・歩く時のルールを守ら

ない。 

・電車やバスなどの乗車

ルールを守らない。 

 

レベル 

Ⅱ 

・レベル１の繰り返し 

・授業を妨げたり、他者

の迷惑になったりする言

動が多くなる。 

・自分の仕事をせず、他

者迷惑をかけることが多

くなる。 

・レベル１の繰り返し 

・教室や学校の物を破損

する。 

・学校に許可されたもの

以外を持ってくる。 

・レベル１の繰り返し 

・特定の子どもを仲間は

ずれにする。 

・悪口やかげ口，相手を

傷つける言動をする。 

・指導に対し，言い逃れ，

うそ，反抗，無視をする。 

・レベル１の繰り返し 

・通学経路を勝手に変更

する。 

・下校時に自宅以外の場

所に立ち寄る。 

レベル 

Ⅲ 

・学習中に許可なく立ち

歩く。 

・大声を出す，暴れるな

どの深刻な授業妨害を行

う。 

・無断で入室禁止場所へ

の出入りを繰り返す。 

・他人の物をかくす，破

損させる。 

・意図的に器物損壊行為

をする。 

・おどしたり怖がらせた

りするような言動をす

る。 

・押す，突き飛ばす，ぶつ

かる等の暴力を行う。 

・暴力行為や窃盗，公共

物の破損などの行為をす

る。 

・SNS 等(インターネッ

トを通じて行わるもの )

を使った不正行為 

(注)学校が連絡を必要であると判断した場合には、保護者の方々へ連絡しお話をさせていただくことも

あります。 

(注)学校安心ルールは、児童を罰することが目的ではなく、いじめ行為・問題行為の未然防止やエスカレ

ートをさせないためのものです。 


